
Iヽ " 
lヽ " 

匡］

国民年金事務の手引

～市区町村が行う事務内容編～

日本年金機構

令和8年4月

|" ~ 2ヽ~＇｀ しr41 t ヤ』~占 心~口＿＿／／ー／． 勺”ゞ一 象tr1 i 



目次

市区町村への「被保険者I青報」の提供

.2;市区町村における備付帳簿
―` ← 9 '`  つ一., .,, —・・T ー ー・` ｀ー— ,~, ー，●●一_,← •一 で アこー 寸名ータ； 

―-r -9 - - i—9 ー・ L -、． -- - -’¥.- - ー・ーしー・ • - “ =- . • 

1 受付処理簿 ， 
2 受付処理簿の様式 ， 
3 受付処理簿の記入事項 10 

4 受付処理簿の作成区分 10 

5 受付処理簿の整理・保存期間 10 

6 届出窓口の一元化 10 

9
 

.

.
 ,
.
.
.

-

r.

J
‘
、

―

•]i

v
­

i

"

,

;

〉

-

・

E
‘
,
'
"
-

さ
、

□
 .
. )-

J
--_
 

.

.

.

.

.

9

-

]
,

.

.

1
 

・ヽ

・’
 ".,'
5
.
^
 

••

9

.
-

."
 

一
-. 
.
.

.
 9

,

.

 

-

.

f

.]

-

一巧
．
．

．

一
・
訂
．
9

2

9

 

、
ヽ

ー
・'
・

＂ ．ゞ
.. 
,
 ..
 
`
 

一

`
•
-
.

、
•
―

1
 

，． 

.

,

l

 

9
 .

..

.
 

~— 9
,
 一

]
.'

i

 

『
'

.

1

r

.

-，＇ 

＂
．

＇
り

,' ・
心
＿

．．
 

L
 、．:'

.

『
・

一-
.
.
 

}

-、

―

.

.

.

.
.

.

"
-

.

.

.
 』

9

.

,
.
 

.. '

.

.
 

.-

.

.
 
'
-

,
'
d
 

•1 

・

’

]

 

[9,-

、

応
・ヽ．，ヽ
1

•9 

•
一

•
-]~ f

`

 

.
-

[

.

9

 .

.
 

.

.

‘

.

.

i
 

一

一

*

.

.

.

r

,

-

．．ヽ

•‘.

..
—

.i •9 
告
一`
報―..
 a
 

書
一．
 

届
≪

.

’
.
..

.

,
1
 

；
 

3
,
 

9

.
 

＇ 

1 個人番号による届出の開始 1 1 

2 届書様式の一元化 11 

3 報告 12 

4 届書の電子媒体申請 12 

5 届書報告書の電子媒体化・様式統一化 13 

9阿II1鵡9,1四『'墨
14 

外国語で年金相談を希望するお客様が来訪された場合

ねんきん自動音声送付受付サービス

| g口塁；｝悶：：ご悶：：：訂：悶百：事務処理基準 ― —ダ·—← - I 
［／／よムマ了｛：： 9， 9・｝ さ .. :い i^.~:9 1し、一':  ' ャ：ふlな／4人口．j：:,:s :‘ 、ぐ •ヤた＂ ／：J¥ぷJ;]点：;:~ a ；:; 2 | 



- ., ., 

匡

国民年金事務の手引

国民年金のあらまし
～適用・保険料編～

日本年金機構

令和8年4月

| 1 1 



目次

詞辺匿匡店監肛『如
" 

第1節 制度の主な沿革 4 

第2節 目的 10 

第3節 給付 10 

第4節 制度の基本構成（加入者と給付・給付費用の財源・年金額） 11 

15 

一

'
-

ー

区t忠直星
第1節 強制加入の被保険者 20 

第2節 任意加入の被保険者 23 

第3節 被保険者資格の取得時期・喪失時期 24 

第4節 被保険者の届出（適用関係） 33 

第5節 被保険者の管理 36 

第1節

第2節 財源方式

39 

40 

第1節保険料

第2節 基礎年金拠出金

第3節 国庫負担

43
-
51
-52 

ダ 9,



•I 

目次

＇呻 ：し ← 但 ――喧”ヽ，知＇燐， し＇ 9＇.必、遠 洛 9, 9,: ：＂ユ， ，1l 

｀ ", ' が',芯,,,ち,, ,. ' .i ぷ‘''、 § ＇：ぷ」｝iょ，・i＇，む 9弘， 』ヽ’ゞぶ月．＇ ふじ

,1,:'~ぶ：滋；f':，~心".. - ー疇｝ぢ 、忍 2 、J ;9忍.、 ・； し 9 ＇ ~ ' -ヽ:; :9‘ しl"で, ＋ゞ．： J;..,,,,1' 、口お 2 ℃’泣‘，!:,,..,.. `‘  i 9• .. ,. , 

第 1節 免除制度の役割 56 

第2節 産前産後保険料免除制度 56 

第3節 法定免除制度 57 

第4節 申請免除制度 58 

第5節 学生納付特例制度 66 

第6節 若年者納付猶予制度納付猶予制度 68 

第7節 申請免除等の承認期間 70 

第8節 追納 70 



., ., 

一 匡］

国民年金事務の手引

国民年金のあらまし
～年金給付編～

日本年金機構

令和8年4月

• J ・I

| 1 



目次

第2節 給付の通則（共通事項）

第3節 年金額の改定等

第1節 受給資格要件

第2節 老齢基礎年金の年金額等

第3節 支給開始年齢（原則）

第4節 老齢基礎年金の支給開始年齢の繰上げ・繰下げ（特例）

33
-so
-64
-65 

第1節 受給資格要件

第2節 障害の程度（障害等級）

第3節 障害基礎年金の年金額

第4節 支給期間（支給開始・失権・支給停止）・年金額の改定

79
-85
-88
-
90 

第1節 受給資格要件

第2節 遺族の範囲

第3節 遺族基礎年金の年金額

第4節 支給期間（支給開始・失権・支給停止） ・年金額の改定

95 

98 

101 

102 

| 2 1 



• ) 

目 次

四碩
第 1節 概要

第2節 老齢年金生活者支援給付金

第3節 補足的老齢年金生活者支援給付金

第4節 障害年金生活者支援給付金

第5節 遺族年金生活者支援給付金

第1節 付加年金

第2節 寡婦年金

第3節 死亡一時金

第4節 脱退一時金

・9 

105 

106 

110 

112 

114 

116 

117 

119 

121 

I 3 1 



●) • 

,---—礎年金事例

、（第5版）

令和8年4月

年金給付部

噂 日本年金機構
Japan Pension Service 

． ， ＇ ヽ



目 次

請求事例A・・................................,.....,,....,.....,,....,...,..,......

20歳前障害基礎年金①

請求事例B・・・・・・・・・・・・・、.............,...............................

20歳前障害基礎年金②

請求事例C・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

障害認定日による請求①

請求事例D· ・ ・・・ ・・・・ ・・ ・•',....... . .. ..........:........................・・・・・・・・....

障害認定日による請求②

ー

1 9 

5 5 

7 5 

令和5年4月

令和6年4月

令和7年4月

令和7年 12月

令和8年4月

初版

第2版
年度更新
誤記入の例を追加

アスペルガー症候群の表記を自閉症スペクトラムに変更

第 3版
年度更新

年金請求書の様式変更

請求事例E・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 1 5 

事後重症による請求①

請求事例F・・..................................................................... 1 3 7 

事後重症による請求②

用語の説明 ・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・ ・・・・・・・ ・ ・・・・・・ ・ ・・•......... . ......... . . .. ..... . ... 1 5 5 

第 4版

年金請求書の様式変更

第5版
年度更新

.,, 

．
 

,
1
 



•. . ．． 

請求事例A 20歳前障害基礎年金①

相談者 年金太郎（ネンキンタ日ウ） （年金請求日令和8年4月7日）

0平成18年3月3日生まれ(20歳到達：令和8年3月2日）

0請求傷病：知的障害（精神遅滞）
020歳前の年金制度加入歴なし(20歳から国民年金に加入）

0医療機関受診歴
平成27年9月頃(9歳頃）

令和7年8月20日

令和8年3月20日

0独身・子なし
●20歳より今日まで日本に在住

A病院受診（教師の勧め）

B病院受診（年金請求にあたり診断書依頼目的）

B病院再受診

●令和6年中の所得なし

●他の年金（労災補償など）の受給なし

0療育手帳の交付を受けている
●矯正施設への収監歴なし

0請求代理人：年金秋子（母）

「ポイント」

0 先天性の「知的障害（精神遅滞）」は出生日が初診日 ➔受診状況等証明書は不要。

0先天性の「知的障害（精神遅滞）」での病歴・就労状況等申立書は、 1つの欄の中に、特に大きな変化が生
じた場合を中心に、出生時から現在までの状況をまとめて記入することが可能。

0年金が支給停止される事由にあてはまらないか確認する。上記の●が確認項目。



請求事例B 20歳前障害基礎年金②

相談者 国年保子（コクネンヤスコ）

0平成11年9月5日生まれ(20歳到達：令和元年9月4日）

0請求傷病：自閉症スペクトラム
020歳前の年金制度加入歴なし(20歳から国民年金に加入）

0医療機関受診歴
平成19年9月6日 A病院受診（教師の勧め）

（年金請求日令和8年4月7日）

平成29年5月20日

令和元年8月20日～

B病院受診（障害認定日が20歳到達日以前であることが確認可能）

c病院受診
0独身・子なし
●20歳より今日まで日本に在住 ●平成30年中～令和6年中の所得なし

●他の年金（労災補償など）の受給なし ●矯正施設への収監歴なし

0精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている
0請求代理人：国年春美（母）

「ポイント」

OB病院の受診状況等証明書は取得可能➔A病院の受診状況等証明書は添付不要 〇亘巨旦
0病歴・就労状況等申立書は、発病からB病院受診日までの経過を1つの欄の中にまとめて記入することが

可能。巨亘回
0年金が支給停止される事由にあてはまらないか確認する。上記の●が確認項目。
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請求事例c 障害認定日による請求①

相談者 機構一郎（キコウイチ日ウ） （年金請求日令和8年4月7日）

0昭和37年3月20日生まれ(60歳到達：令和4年3月19日）

0請求傷病：脳梗塞（肢体の機能障害・高次脳機能障害）
0年金制度加入歴：20歳から60歳まで国民年金に加入（保険料納付要件有り）

0医療機関受診歴
令和6年4月3日（初診）～ A病院受診（救急搬送：急性期入院）

令和6年5月21日～ B病院受診（リハビリ目的で入院と通院）

令和7年4月20日～ C医療センター受診（高次脳機能障害診断）

0独身・子なし 0障害認定日 ：令和7年10月3日（症状固定なし）

0生後から今日まで日本国内在住 0現在受給している年金なし

0身体障害者手帳の交付：申請中
0請求代理人：日本花子（姉）

「ポイント」

0症状がどこに出ているのかを聞き取る。
0診断書内「原因・誘因」「既存障害」「既往症」欄の有無。
060歳～65歳の未加入期間に初診日がある場合は、初診日において日本国内に住んでいたか。

060歳以上の方の請求の場合は、繰上げの老齢基礎年金を受給していないか確認する。
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請求事例D 障害認定日による請求②

相談者 厚生省吾（コウセイショウコ‘‘) （年金請求日令和8年4月7日）

0昭和52年10月10日生まれ（請求時48歳）

0請求傷病：双極性感情障害

0年金制度加入歴：20歳～国民年金加入（保険料納付要件あり）
0医療機関受診歴
平成26年8月8日（初診）～ A診療所受診（廃院）

平成27年7月7日～ Bメンタルクリニック受診（受診状況等証明書作成可能）

平成28年1月30日～ C心のクリニック受診（障害認定日分診断書作成可能）

令和5年1月25日～現在 D総合病院精神科受診（入退院を繰り返している）

0障害認定日請求希望：障害認定日 （平成28年2月8日）より、現在の方が悪化している（本人申立て）
0初診医療機関の受診状況等証明書が添付できない
0平成29年12月1日第二子の出生あり（第一子は、平成25年7月10日生まれ）
0児童扶養手当の受給なし 0請求代理人：厚生労子（妻）

「ポイント」

0障害認定日と年金請求日が1年以上離れており、かつ時効消滅期間がある。
0初診医療機関での受診状況等証明書が添付できない場合の取扱い。
0障害認定日より現在の方が症状が悪化している（本人申立て）。 〇受給権発生後に子の出生あり。

75 



請求事例E 事後重症による請求①

相談者 日本年男（ニッポントシオ） （年金請求日令和8年3月27日）

0昭和36年10月10日生まれ(60歳到達：令和3年10月9日） 0独身、子なし

0請求傷病：慢性腎不全（糖尿病起因）
0年金制度加入歴：20歳～60歳到達前月まで国民年金加入（保険料納付要件あり）
0医療機関受診歴
平成29年8月3日（最初に申し立てた初診）～・・・都立A病院内科（受診状況等証明書作成）

※都立A病院で令和7年12月20日から人工透析療法開始

令和8年1月20日～現在・・・・・・・・・・・・・・・・・・..B腎クリニック（週3回人工透析施行）

0都立A病院内科の受診状況等証明書を持参し来訪（令和8年2月3日初回相談）
0初回相談で、都立A病院内科への受診は、Y眼科からの紹介であることが判明
0請求日当日、 Y眼科の受診状況等証明書も追加持参 平成29年7月10日初診として請求

「ポイント」

0添付した書類の記載に、申し立て初診日前の受診がないか確認する。
0事後重症請求では、人工透析療法開始から3か月待つ必要はない（裏面⑮参照）。
0初回相談時に、事後重症請求は、請求日の属する月の翌月分から支給開始となることを説明する。

060歳以上の方の事後重症請求の場合は、繰上げの老齢基礎年金を受給していないか確認する。
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請求事例F 事後重症による請求②

相談者 給付花子（キュウフハナコ） （年金請求日令和8年3月27日）

0昭和40年11月11日生まれ(60歳到達：令和7年11月10日） 0子なし

0請求傷病：感音性難聴
0年金制度加入歴：20歳～60歳到達前月まで国民年金加入（保険料納付要件あり）

0医療機関受診歴
平成30年6月12日（初診日）～・・・・・・・・・・A耳鼻咽喉科（前回、受診状況等証明書作成）

平成31年1月20日～現在.....・・・・・・・・・B総合病院耳鼻科

01回目の障害基礎年金の請求は、障害等級に該当せず不支給（令和3年11月請求）

0今回の請求は、「両耳の聴カレベル100デシベル以上のもの」
0夫の老齢厚生年金に、配偶者加給年金の加算あり（※夫63歳時に婚姻、妻3号記録なし）

「ポイント」

0条件を満たせば、過去の請求時に提出した「初診日証明書類」の再利用ができる。
0新規請求時に1級相当の聴カレベルの場合は、「他覚的聴力検査」結果の添付が必要。
0夫が受給している年金について何か影響がないか、夫から年金事務所に確認するよう促す。

0相談時に、事後重症請求は、請求日の属する月の翌月分から支給開始となることを説明する。

060歳以上の方の事後重症請求の場合は、繰上げの老齢基礎年金を受給していないか確認する。
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用語の説明

'¢POINT 

障害年金制度について学習するにあたり、次の3つの用語を押さえて

おきましょう。

□〕初診日
区 ］障害認定日

匡 ｝保険料納付要件
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ケーススタディの目的・趣旨

本資料は、国民年金事務を行っていただく中で、実際に発生した事例を基に、事務処理において注意すべき事項を一問一答形式にまとめたものになります。

同様事案の発生防止に向け、事務処理のポイントを示しておりますので、事例を参考にしていただき、適切な事務処理を行っていただくようお願いいたします。

くケーススタディ＞

項番 事例
y ， .9, 

内容 ' 
g 

~ぶ

＇ 
9'~ ヽ

t 

1 届書の回付
窓口でお客様から国民年金保険料免除・納付猶予申請書を受付後、機構へ回付を漏らして

いたもの。

2 届書の回付（電子媒体）
受理した届書を電子媒体により回付する際、対象者の確認が不足したため、夫の申請を妻の申

請として入力し回付していたもの。

3 付加保険料に係る手続きの説明
窓口に来所したお客様が付加保険料の納付を希望していたにもかかわらず、手続きの案内を

漏らしていたもの。 ． 

4 書類の補正
受付した国民年金保険料免除・猶予申請書の免除区分がお客様から間き取っていた内容と

相違していたため、補正できると誤認し、誤って抹消していたもの。
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釦亨一心三琴磨一ょ五心＜叫；；四裟•~`殴心忍凶9」』辱工辱旦恣ー溢ら逗—g尋こ亭麟認ーここ；捻函姜：ぷ恥み｀三心ふ知：
,1 内容 ：ページ 内容

｀ 

iベージ
： i 

更新内容
； 
p3 被保険者記録照会（合算対象期間） （020-001照会区分48画面）

； 

］ ］ 
p27 

： 
1. 目的 ： pS 被保険者記録照会（産前産後免除） (020-001照会区分65画面） ： p28 ： 

i ： 
： ： 

2. 禁止行為（目的外閲覧等）について ： p6 被保険者記録照会回答票（資格画面） (020-002画面）
］ 
p29 

i 
： ： 

3. 利用者ID等の管理について
： p6 被保険者記録照会回答票（重取元画面） （020-002画面重取元画面） l p30 ； 
： 

4. 起動・終了操作 (1)MWMの起動操作 i p7 開始画面（年金給付ポータル） ： p31 
： i 

起動 ・終了操作 (2)MWMの終了操作 i p9 年番索引画面（年金給付ポータル制度業務処理区分 7131) p32 l 
： ： 

5. 基本情報の確認及び本人確認の流れ ： plO 受給権者原涸記録回答票
］ p33 ： 

； 年金生活者支援給付金認定原簿回答票 ： 
6. 照会画面の説明

： 
p13 

（年金給付ポータル制度業務処理区分： 0131) ： p34 
： i 
： ; 

基礎年金番号情報照会回答票（基本情報） (020画面） ： p14 年金コードー苑 p35 
i ； 

基礎年金番号清報照会（統合年金記録）回答票（020-005画面） i plS ねんきん特別便情報照会（基礎年番050画面） ； p36 ： ： 
： ： 

被保険者記録照会（基本） (020-001照会区分01画面）
; p16 制度共通被保険者記録照会回答票（職歴原洒参照） （共通096-1画面） ： p37 : i ： 

被保険者記録照会（資格 ・納付m) (020-001照会区分02画面） ： 7. 照会画面一覧
： 

l 
p17 ； p39 

i 
： i 被保険者記録照会（納付Il) (020-001照会区分04画面） ： p18 8. キー配沼及びキー機能一覧 p42 
： i 

納付状況コード ： p19 9. 参考 ： p48 
i ： 

： 
： ： 

被保険者記録照会（免除） （020-001照会区分06画面） p20 参考①く本人確認 ・年金コードの確認＞ ： p48 
： 

： ： 
被保険者記録照会（基金） (020-001照会区分19画面） ： p21 参考②く資格記録の確認＞ ： p49 ： 

被保険者記録照会（納付害発行事蹟） （020-001照会区分27画面） 参考③＜納付記録の確捻＞
： 

l p22 
： pSO 
i 

被保険者記録照会（口座振替情報記録） （020-001照会区分33画面） ］ p23 参考④＜氏名索引による未統合記録の有無の確認＞ i 
pSl ； 

： ： 

被保険者記録照会（口座振替事韻記録） (020-001照会区分35画面）
［ p24 

参考⑤＜氏名索引による基礎年金番号の特定＞ | p53 

： ： 

被保険者記録照会（免除却下） （020-001照会区分41画面）
： p25 

参考⑥く年金給付オンラインシステム＞ ： pSS 

被保険者記録照会（未納 ・追納・後納金額）（020-001照会区分44画面）
i ； 
； p26 

］ ： 

2
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し一ー虞麟――--』彗四登こ三—----三旦上」
更新月 更新頁

P7 

P9 

＇で

PlO 

P11 

R3.3 

P12 

P13 

PlS,16 

P19 

P20 

P25 

P36 

PlO 

R3.9 〔
P37 

更新内容

「（留意事項）個人番号（マイナン）＼‘‘-)による照会業務」新規追加

・ディスプレイ画面図に「産免」追加

・ディスプレイ画面図「住基未収録者」を 「個人番号未収録者」に修正
「住基収録状況」削除
「個人番号未収録状況」追加

「⑰産 0」追加
・産前産後免除に係る説明追加

「⑰任 0」を「⑱任 0」に修正
「⑱特 0」を「⑲特 0」に修正
「⑲共済 0」を 「⑳共済 0」に修正
「⑳合算 OJを「⑪合算 0」に修正

「⑪合計0456」を「⑫合計0456」に修正
「⑫ (432)」を「⑬ （432)」に修正

・ディスプレイ画面図に「産免 0」追加

・ディスプレイ画面図に 「産免 OJ追加

・コードAの内容欄に「後納」の文言を追加
・コードD、E、Fを追加
・コードRの沖縄特別措置等の記述を削除

・コード¥のコンピニエンスストア納付（速報）をコンビニエンスストア受領保険料に修正

「被保険者記録照会（合算対象期間） （020-001照会区分48画面）」新規追加

「被保険者記録照会（産前産後免除） （020-001照会区分65画面）」新規追加

「年金生活者支援給付金認定原簿回答票（共通023-2-00画面）」新規追加

・社会保険オンラインシステム独自キー配置の図を修正

・基礎年金番号屑報照会回答票（基本情報） （020画面）の 【給付情報】 「受給権者原簿記録回答票」表示方法を修正

・受給権者原簿記録回答票（基礎年番020 給付情報項番）について、WEB化後の画面による説明に修正

・年金生活者支援給付金認定原簿回答票（年金給付ポータル届書コード： 0131)新規追加

・年金生活者支援給付金認定原簿回答票（共通023-2-00)について、 WEB化に係る注釈を追記

【キー機能一覧表）の該当頁数を修正

3
 



こ 蜘気．怠啜 ~jc` ご屯~ 戸ぷ＾咄澁叩、し.必；更新内容 、；，， iヽ をや午忌＇汀こ辱如召”宮啜 オ ~
更新月 更新頁 更新内容

1 ” ,~; ， ・,. む ； ， 
！ 

●ヽ ~̀ ；へ

＇ヽ 4 

P36 
・キーボード画像差替え

P41~P43 

R3.10 P37 ・「画面キャプチャ」、 「再表示」、 「画面操作」、 「割込」の対応キーを修正

P38 ・「カナ／英数」の対応キーを修正

P40 ・「後退」、 「前進」の対応キーを追加、 ・「送信」の対応キーを修正

PS ・目的について現在の本マニュアルの位置付けを踏まえ修文

P6~P8 ・起動 ・終了操作 (MWMの起動操作、 MWMの終了操作）新規追加

P18 ・納付状況コードを1頁に集約

..上記に伴い、頁番号振り直し

P20 ・被保険者記録照会（基金） (020-001照会区分19画面）新規追加

P22 ・被保険者記録照会（口座振替情報記録） (020-001照会区分33画面）新規追加

R4.5 P23 ・被保険者記録照会（口座振替事蹟記録） (020-001照会区分35画面）新規追加

P25 ・被保険者記録照会（未納・追納・後納金額）（020-001照会区分44画面）新規追加

・受給権者原薄記録回答票（基礎年番020 給付情報項番）削除
・年金生活者支援給付金認定原簿回答票（共通023-2-00) 削除

P30 ・開始画面（年金給付ポータル）新規追加

P47 ・参考④＜氏名索引による未統合記録の有無の確認＞ 新規追加

P49 ・参考⑤＜氏名索引による基礎年金番号の特定＞ 新規追加

P18 ・コード＝、＆を追加

R6.4 P21 ・保険料種別コード71、72を追加

P54 ・参考⑥く年金給付オンラインシステムの操作方法＞ 新規追加

P6 • 2.禁止行為（目的外閲覧等）について 新規追加
R7.4 

P6 • 3.利用者ID等の管理について 新規追加

R8.4 P7~P9 ・起動・終了操作 (MWMの起動操作、 MWMの終了操作）画像変更

4
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市区町村貸与用可搬型照会用窓口装置
操作ガイドブック

日本年金機構
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目 次 更新内容

目的

可搬型照会用窓口装謹を起動しましょラ！

1.国民年金被保険者関係届書 （申出書）

1.国民年金被保険者関係届書 （申出書）

【基本編】

【応用編】

3

4

 

6
 

被保険者資格記録（取得・喪失年月日）の確認

納付状況の確認

付加保険料納付申出者に係る基金加入有無の確認

2. 国民年金保険料免除・納付猶予申請書 【基本編】 •…… • •

2.国民年金保険料免除 ・納付猶予申請書 【応用編】

免除 ・納付猶予申請に係る申請可能期間の確認①

免除・納付猶予申請に係る申請可能期間の確認②

3.国民年金保険料学生納付特例申請書 【基本編】…………

4.年金給付オンラインシステムの起動

s.年金給付オンラインシステムによる受給権者原簿記録照会

6.年金給付オンラインシステムによる認定原簿照会

【参考】照会区分一覧

7

9

ー

2

1

1
 

1 3 

1 4 

1 5 

1 6 

1 7 

1 8 

1 9 

月

月

月

月

3

5
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年

年

年

年

4

4

6

8

 

E
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n
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n

I

n

I

 

手

手

矛

禾

令

令

令

令

......................

..........................................................

.............

.........

....

.........

......

.........

...........

....

..............

....

.........................

......

.................................
 

初版

「目的」追加

「可搬型照会用窓口装置を起動しましょう ！」内容修正

（一部内容を 「可搬型照会用窓口装置簡易操作マニュアル」へ移行）

「国民年金被保険者関係届書（申出書）」画像差し替え

「4.年金給付オンラインシステムの起動」追加

「5.年金給付オンラインシステムによる受給権者原簿記録照会」追加

「6.年金給付オンラインシステムによる認定原簿照会」追加

納付状況コード追加

「国民年金保険料学生納付特例申請書」画像差し替え

「可搬型照会用窓口装置を起動しましょう ！」画像差し替え、説明追加




